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(57)【要約】
【課題】クリッピングアーム全体の長さを従来の常識を
こえた長さに形成して卓越したクリッピング能を発揮す
ることができ、しかも内視鏡の処置具挿通チャンネル内
にスムーズに挿脱させることができる内視鏡用クリップ
装置を提供すること。
【解決手段】一対のクリッピングアーム２を各々長手方
向に直列に連なる複数の分割片２Ａ…２Ｃで形成して、
それらに形成された通し孔内に、屈曲自在部３Ｃと屈曲
不能部３Ｂとが長手方向に位置をずらして形成された連
結線材３を挿通し、可撓性シース１の基端側からの操作
で連結線材３を軸線方向に移動させることにより、複数
の分割片２Ａ…２Ｃどうしの連結部に連結線材３の屈曲
自在部３Ｃが位置する状態と屈曲不能部３Ｂが位置する
状態とが切り換わって、クリッピングアーム２が複数の
分割片２Ａ…２Ｃどうしの連結部で屈曲自在な状態と剛
直した状態とに切り換わるようにした。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される可撓性シースの先端に前後方向に細長い一
対のクリッピングアームが設けられると共に、上記一対のクリッピングアームを動作させ
るための操作ワイヤが上記可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置されて、上記
一対のクリッピングアームを、閉じた状態で上記可撓性シースの先端から離脱させること
ができるように構成された内視鏡用クリップ装置において、
　上記一対のクリッピングアームを各々長手方向に直列に連なる複数の分割片で形成して
、上記複数の分割片全体に長手方向に真っ直ぐに形成された通し孔内に、屈曲自在部と屈
曲不能部とが長手方向に位置をずらして形成された連結線材を挿通し、上記可撓性シース
の基端側からの操作で上記連結線材を軸線方向に移動させることにより、上記複数の分割
片どうしの連結部に上記連結線材の屈曲自在部が位置する状態と屈曲不能部が位置する状
態とが切り換わって、上記クリッピングアームが上記複数の分割片どうしの連結部で屈曲
自在な状態と剛直した状態とに切り換わるようにしたことを特徴とする内視鏡用クリップ
装置。
【請求項２】
　上記連結線材が、可撓性ワイヤに密着巻きコイルパイプが被覆された屈曲自在部と硬質
パイプが被覆された屈曲不能部とを直列に交互に配して構成され、上記複数の分割片どう
しの連結部に上記密着巻きコイルパイプが位置すると上記クリッピングアームが上記複数
の分割片どうしの連結部で屈曲自在な状態になり、上記硬質パイプが位置すると剛直した
状態になる請求項１記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項３】
　上記通し孔が各分割片に並列に二列に形成されて、その各々に上記連結線材が挿通され
ている請求項１又は２記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項４】
　上記各分割片どうしが当接し合っていて、その当接面の周囲が各々円錐面状に形成され
ている請求項１ないし３のいずれかの項に記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項５】
　上記各連結線材を先端方向に付勢するスプリングが、最先端の分割片に設けられている
請求項１ないし４のいずれかの項に記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項６】
　上記連結線材が後方に移動して上記クリッピングアームが剛直した状態になった時に、
上記連結線材を上記スプリングの付勢力に抗して固定してその状態を保つ連結線材固定手
段が設けられている請求項５記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項７】
　上記連結線材固定手段が、上記連結線材を摩擦抵抗で固定するように、後端の分割片に
形成されたワイヤ固定用スリットである請求項６記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項８】
　上記一対のクリッピングアームを開き方向に付勢する開きバネが、上記一対のクリッピ
ングアームの開閉支点付近に設けられている請求項１ないし７のいずれかの項に記載の内
視鏡用クリップ装置。
【請求項９】
　上記一対のクリッピングアームを上記開きバネの付勢力に抗して強制的に閉じた状態に
保持するための閉じ環が、上記一対のクリッピングアームの後端付近に可動に設けられて
いる請求項８記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項１０】
　上記一対のクリッピングアームと上記連結線材と上記開きバネと上記閉じ環とが一つの
クリップユニットを構成していて、上記可撓性シース内で連結されている上記操作ワイヤ
の先端と上記クリップユニットの後端とが、上記可撓性シースの先端から前方に押し出さ
れた位置においては分離自在になる請求項９記載の内視鏡用クリップ装置。
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【請求項１１】
　上記可撓性シースの先端に、上記一対のクリッピングアームの後端部分が離脱自在に保
持されるシース先端口金が設けられていて、上記操作ワイヤが基端側から押し込み操作さ
れると、それによって上記シース先端口金から前方に押し出された上記一対のクリッピン
グアームが上記開きバネの付勢力によって開くと同時に、上記閉じ環が上記一対のクリッ
ピングアームに続いて上記シース先端口金から前方に押し出され、次いで、上記操作ワイ
ヤが基端側から牽引操作されると上記一対のクリッピングアームの後端部分が上記閉じ環
内に引き込まれて上記クリッピングアームが強制的に閉じられた状態になり、次いで、上
記操作ワイヤの先端が上記シース先端口金から前方に飛び出す位置まで上記操作ワイヤが
基端側から押し込み操作されると、上記クリップユニットが上記操作ワイヤから分離自在
になる請求項１０記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項１２】
　上記操作ワイヤの先端と係脱可能に連結されるワイヤ連結用尾部材が上記クリップユニ
ットの後端部に設けられていて、上記操作ワイヤが基端側から牽引されると、上記ワイヤ
連結用尾部材が、上記連結線材の後端部分を後方に牽引する請求項１１記載の内視鏡用ク
リップ装置。
【請求項１３】
　上記ワイヤ連結用尾部材は、上記操作ワイヤによって前方に移動させられると上記連結
線材に対しスライドして、上記一対のクリッピングアームの後端部分を上記シース先端口
金の先端から押し出すように作用する請求項１２記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項１４】
　上記閉じ環が、上記ワイヤ連結用尾部材と共動するように上記ワイヤ連結用尾部材の先
端付近に係合していて、上記ワイヤ連結用尾部材が上記クリッピングアームの後端部分を
上記シース先端口金の先端から押し出す動作に伴って、上記閉じ環が上記シース先端口金
の先端から押し出される請求項１３記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項１５】
　上記シース先端口金の先端寄りの部分に、上記シース先端口金に径方向に弾力性を付与
するためのスリットが形成されていて、上記閉じ環が上記シース先端口金の先端寄りの部
分を押し広げながら上記シース先端口金内からその前方に押し出され、上記シース先端口
金が元の形状に戻ると、上記シース先端口金内から押し出された閉じ環が上記シース先端
口金内に戻ることができない請求項１４記載の内視鏡用クリップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して使用される内視鏡用クリップ装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡用クリップ装置は一般に、内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される可撓性シ
ースの先端に前後方向に細長い一対のクリッピングアームが設けられると共に、一対のク
リッピングアームを動作させるための操作ワイヤが可撓性シース内に軸線方向に進退自在
に挿通配置されて、一対のクリッピングアームを、閉じた状態で可撓性シースの先端から
離脱させることができるように構成されている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開平８－１２６６４８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　内視鏡用クリップ装置で広い範囲の患部粘膜等をクリッピングするためには、クリッピ
ングアームをできるだけ長くする必要がある。しかし、曲がりくねった状態になる内視鏡
の処置具挿通チャンネル内に挿脱される処置具の硬質部長は著しい制限を受け（例えば１
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５ｍｍ程度）、クリッピングアームがそれより長いと処置具挿通チャンネルへの挿脱が困
難になってしまう。そのため、これまでの内視鏡用クリップ装置は、臨床上十分な長さの
クリッピングアームを備えることができなかった。
【０００４】
　本発明は、クリッピングアーム全体の長さを従来の常識をこえた長さに形成して卓越し
たクリッピング能を発揮することができ、しかも内視鏡の処置具挿通チャンネル内にスム
ーズに挿脱させることができる内視鏡用クリップ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用クリップ装置は、内視鏡の処置具挿通チ
ャンネルに挿脱される可撓性シースの先端に前後方向に細長い一対のクリッピングアーム
が設けられると共に、一対のクリッピングアームを動作させるための操作ワイヤが可撓性
シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置されて、一対のクリッピングアームを、閉じた
状態で可撓性シースの先端から離脱させることができるように構成された内視鏡用クリッ
プ装置において、一対のクリッピングアームを各々長手方向に直列に連なる複数の分割片
で形成して、複数の分割片全体に長手方向に真っ直ぐに形成された通し孔内に、屈曲自在
部と屈曲不能部とが長手方向に位置をずらして形成された連結線材を挿通し、可撓性シー
スの基端側からの操作で連結線材を軸線方向に移動させることにより、複数の分割片どう
しの連結部に連結線材の屈曲自在部が位置する状態と屈曲不能部が位置する状態とが切り
換わって、クリッピングアームが複数の分割片どうしの連結部で屈曲自在な状態と剛直し
た状態とに切り換わるようにしたものである。
【０００６】
　なお、連結線材が、可撓性ワイヤに密着巻きコイルパイプが被覆された屈曲自在部と硬
質パイプが被覆された屈曲不能部とを直列に交互に配して構成され、複数の分割片どうし
の連結部に密着巻きコイルパイプが位置するとクリッピングアームが複数の分割片どうし
の連結部で屈曲自在な状態になり、硬質パイプが位置すると剛直した状態になるようにし
てもよい。
【０００７】
　また、通し孔が各分割片に並列に二列に形成されて、その各々に連結線材が挿通されて
いてもよく、各分割片どうしが当接し合っていて、その当接面の周囲が各々円錐面状に形
成されていてもよい。
【０００８】
　また、各連結線材を先端方向に付勢するスプリングが、最先端の分割片に設けられてい
てもよく、その場合、連結線材が後方に移動してクリッピングアームが剛直した状態にな
った時に、連結線材をスプリングの付勢力に抗して固定してその状態を保つ連結線材固定
手段が設けられていてもよい。
【０００９】
　その連結線材固定手段が、連結線材を摩擦抵抗で固定するように、後端の分割片に形成
されたワイヤ固定用スリットであってもよく、さらに、一対のクリッピングアームを開き
方向に付勢する開きバネが、一対のクリッピングアームの開閉支点付近に設けられていて
もよい。
【００１０】
　そして、一対のクリッピングアームを開きバネの付勢力に抗して強制的に閉じた状態に
保持するための閉じ環が、一対のクリッピングアームの後端付近に可動に設けられていて
もよく、さらに、一対のクリッピングアームと連結線材と開きバネと閉じ環とが一つのク
リップユニットを構成していて、可撓性シース内で連結されている操作ワイヤの先端とク
リップユニットの後端とが、可撓性シースの先端から前方に押し出された位置においては
分離自在になるようにしてもよい。
【００１１】
　また、可撓性シースの先端に、一対のクリッピングアームの後端部分が離脱自在に保持
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されるシース先端口金が設けられていて、操作ワイヤが基端側から押し込み操作されると
、それによってシース先端口金から前方に押し出された一対のクリッピングアームが開き
バネの付勢力によって開くと同時に、閉じ環が一対のクリッピングアームに続いてシース
先端口金から前方に押し出され、次いで、操作ワイヤが基端側から牽引操作されると一対
のクリッピングアームの後端部分が閉じ環内に引き込まれてクリッピングアームが強制的
に閉じられた状態になり、次いで、操作ワイヤの先端がシース先端口金から前方に飛び出
す位置まで操作ワイヤが基端側から押し込み操作されると、クリップユニットが操作ワイ
ヤから分離自在になるようにしてもよい。
【００１２】
　そして、操作ワイヤの先端と係脱可能に連結されるワイヤ連結用尾部材がクリップユニ
ットの後端部に設けられていて、操作ワイヤが基端側から牽引されると、ワイヤ連結用尾
部材が、連結線材の後端部分を後方に牽引するようにしてもよい。
【００１３】
　また、ワイヤ連結用尾部材は、操作ワイヤによって前方に移動させられると連結線材に
対しスライドして、一対のクリッピングアームの後端部分をシース先端口金の先端から押
し出すように作用するようにしてもよい。
【００１４】
　さらに、閉じ環が、ワイヤ連結用尾部材と共動するようにワイヤ連結用尾部材の先端付
近に係合していて、ワイヤ連結用尾部材がクリッピングアームの後端部分をシース先端口
金の先端から押し出す動作に伴って、閉じ環がシース先端口金の先端から押し出されるよ
うにしてもよい。
【００１５】
　また、シース先端口金の先端寄りの部分に、シース先端口金に径方向に弾力性を付与す
るためのスリットが形成されていて、閉じ環がシース先端口金の先端寄りの部分を押し広
げながらシース先端口金内からその前方に押し出され、シース先端口金が元の形状に戻る
と、シース先端口金内から押し出された閉じ環がシース先端口金内に戻ることができない
ようになっていてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、クリッピングアームが複数の分割片どうしの連結部で屈曲自在な状態
と剛直した状態とを切り換えることができるので、クリッピングアーム全体の長さを従来
の常識をこえた長さに形成して卓越したクリッピング能を発揮することができ、しかも内
視鏡の処置具挿通チャンネルにスムーズに挿脱させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される可撓性シースの先端に前後方向に細長い一
対のクリッピングアームが設けられると共に、一対のクリッピングアームを動作させるた
めの操作ワイヤが可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置されて、一対のクリッ
ピングアームを、閉じた状態で可撓性シースの先端から離脱させることができるように構
成された内視鏡用クリップ装置において、一対のクリッピングアームを各々長手方向に直
列に連なる複数の分割片で形成して、複数の分割片全体に長手方向に真っ直ぐに形成され
た通し孔内に、屈曲自在部と屈曲不能部とが長手方向に位置をずらして形成された連結線
材を挿通し、可撓性シースの基端側からの操作で連結線材を軸線方向に移動させることに
より、複数の分割片どうしの連結部に連結線材の屈曲自在部が位置する状態と屈曲不能部
が位置する状態とが切り換わって、クリッピングアームが複数の分割片どうしの連結部で
屈曲自在な状態と剛直した状態とに切り換わるようにする。
【実施例】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図１２は内視鏡用クリップ装置の全体構成を示しており、図示されていない内視鏡の処
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置具挿通チャンネルに挿脱される可撓性シース１は、例えば直径が２ｍｍ程度で長さが１
．５～２ｍ程度の四フッ化エチレン樹脂チューブ等で形成されている。
【００１９】
　可撓性シース１の先端には、前後方向に真っ直ぐに細長い形状の一対のクリッピングア
ーム２が嘴状に前方に向かって開閉自在に配置され、一対のクリッピングアーム２を動作
させるための操作ワイヤ８が、可撓性シース１内に軸線方向に進退自在に挿通配置されて
いる。
【００２０】
　可撓性シース１の基端に設けられた操作部３０には、操作ワイヤ８の基端に連結された
スライダ３２が、可撓性シース１の基端に連結された操作部本体３１に対してスライド自
在に配置されていて、スライダ３２をスライド操作することにより、操作ワイヤ８を可撓
性シース１内において軸線方向にスライド操作することができる。
【００２１】
　可撓性シース１の先端に設けられた一対のクリッピングアーム２は、操作部３０からの
遠隔操作により、患部粘膜等を挟み付けて閉じた状態で、可撓性シース１の先端から離脱
させて体内に留置することができるが、その詳細については後述する。
【００２２】
　図１は、内視鏡用クリップ装置の先端部分の側面断面図、図２は平面断面図である。た
だし、一つの図に構成ができるだけ明示されるように断面位置を適宜複合してある（以下
の図においても同様）。
【００２３】
　図１に上下に並んで示されている一対のクリッピングアーム２は、上方と下方とに別れ
て嘴状に開閉動作をするものであるが、上側に示されるクリッピングアーム２を「上側の
クリッピングアーム２」、下側に示されるクリッピングアーム２を「下側のクリッピング
アーム２」というものとする。
【００２４】
　各クリッピングアーム２は、長手方向に直列に連なる複数の分割片２Ａ…２Ｃで形成さ
れ、それらが、可撓性シース１の基端側から進退操作される連結線材３により、バラバラ
にならないように連結されている。
【００２５】
　上側のクリッピングアーム２及び下側のクリッピングアーム２共に、直列に連なる複数
の分割片２Ａ…２Ｃどうしが、前後両端で当接し合っている。後述する図４にも示される
ように、当接面Ｔは、各分割片２Ａ…２Ｃの断面積に比べて狭い面積の平面部分であるが
、その当接面Ｔの周囲が各々円錐面Ｅ状（即ち、上下両側の分割片２Ａ…２Ｃを一つに合
わせた状態で全体として一つの円錐面をなす形状）に形成されている。
【００２６】
　上下両側のクリッピングアーム２共に、各分割片２Ａ…２Ｃには長手方向に、図２に示
されるように左右に一対の通し孔４が並列に真っ直ぐに形成されて、その通し孔４内に連
結線材３が挿通されている。最先端の分割片２Ａの内部には、スプリング収容室５が通し
孔４の径を拡げて形成されている。
【００２７】
　図３には、上下両側の最先端の分割片２Ａと二番目の分割片２Ｂの部分が拡大して示さ
れ、図４には、分解されたクリッピングアーム２の、上側の二番目と三番目の分割片２Ｂ
，２Ｂと連結線材３が示されている。ＴとＥは前述の当接面と円錐面である。
【００２８】
　図３におけるＶ－Ｖ断面を図示する図５に示されるように、上下合わせて４ヵ所の通し
孔４に各々挿通されている連結線材３は、図３及び図４に示されるように、可撓性ワイヤ
３Ａに、例えばステンレス鋼製の真っ直ぐな硬質パイプ３Ｂが被覆、固着された部分（屈
曲不能部）と、金属細線を一定の径で密着巻きした密着巻きコイルパイプ３Ｃが被覆され
た部分（屈曲自在部）とを、直列に交互に配して構成されている。
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【００２９】
　そのように構成された各連結線材３において、硬質パイプ３Ｂと交互に複数設けられた
密着巻きコイルパイプ３Ｃの配置ピッチが、前後両端以外の分割片２Ｂの長さと略一致し
ている。
【００３０】
　したがって、連結線材３が通し孔４内で軸線方向に進退すると、隣り合う分割片２Ａ…
２Ｃどうしの連結部の全てに密着巻きコイルパイプ３Ｃが位置する状態（図１～図３）と
、硬質パイプ３Ｂが位置する状態（図６、図７）とが切り換わる。
【００３１】
　図３に示されるように、最先端の分割片２Ａに形成された通し孔４内に位置する硬質パ
イプ３Ｂの最先端部には、最先端の分割片２Ａのスプリング収容室５内に配置された圧縮
コイルスプリング６の一端を受ける鍔状のスプリング受け３Ｄが形成されている。
【００３２】
　圧縮コイルスプリング６の他端は、スプリング収容室５の後端で受けられている。その
結果、連結線材３が基端側から牽引されると圧縮コイルスプリング６が圧縮されて、連結
線材３を先端方向に戻す付勢力が圧縮コイルスプリング６から連結線材３に付与される。
【００３３】
　このように構成された内視鏡用クリップ装置においては、連結線材３が基端側から牽引
されていない状態では、図１～図３に示されるように、隣り合う分割片２Ａ…２Ｃどうし
の連結部の全てに密着巻きコイルパイプ３Ｃが位置している。
【００３４】
　したがって各クリッピングアーム２は剛直しておらず、隣り合う分割片２Ａ…２Ｃどう
しの連結部において屈曲自在である。その結果、例えば内視鏡の処置具挿通チャンネルに
挿脱される状況下等において外部から力が作用すると、その外力により隣り合う分割片２
Ａ…２Ｃどうしの各連結部が自由に屈曲するので、従来に比べて著しく長いクリッピング
アーム２であっても、内視鏡の処置具挿通チャンネル内にスムーズに挿脱させることがで
きる。
【００３５】
　なお、各クリッピングアーム２は直線性を保とうとする密着巻きコイルパイプ３Ｃの復
元力により弾力的に真っ直ぐな状態に戻されるので、処置具挿通チャンネルを通過した後
等のように外力が作用しない状態になると、クリッピングアーム２は元の真っ直ぐな状態
に戻る。
【００３６】
　そして、４本の連結線材３が操作ワイヤ８により基端側に牽引されると、図６及びその
部分拡大図である図７に示されるように、先端の圧縮コイルスプリング６が圧縮されると
同時に、隣り合う分割片２Ａ…２Ｃどうしの連結部に硬質パイプ３Ｂが位置して、上下両
側のクリッピングアーム２が各々真っ直ぐに剛直した状態になる。
【００３７】
　このようにして、クリッピングアーム２を、隣り合う分割片２Ａ…２Ｃどうしの連結部
で屈曲自在な状態と真っ直ぐに剛直した状態とに切り換えることができ、従来の常識をこ
えた長さにクリッピングアーム２を形成して、卓越したクリッピング機能を発揮させるこ
とができる。
【００３８】
　図８に図示されているように、上下両側のクリッピングアーム２の各々の後端の分割片
２Ｃから後方に延出するレバー部２Ｌに形成された軸孔２Ｈには、一対のレバー部２Ｌを
回転自在に連結する回転支軸１０が通され、その回転支軸１０がクリッピングアーム２全
体の開閉支点になる。
【００３９】
　そして、上下双方のレバー部２Ｌを開き方向に付勢する開きバネ１２が、回転支軸１０
部分に取り付けられていて、その開きバネ１２によって一対のクリッピングアーム２が開
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き方向に付勢されている。
【００４０】
　また、各レバー部２Ｌには、連結線材３の可撓性ワイヤ３Ａが圧接されて少し潰された
状態で通過するワイヤ固定用スリット２Ｓ（連結線材固定手段）が、前後方向に真っ直ぐ
に形成されている。
【００４１】
　その結果、連結線材３が後方に移動してクリッピングアーム２が剛直した状態になった
時に、連結線材３の可撓性ワイヤ３Ａが、ワイヤ固定用スリット２Ｓで挟みつけられてい
る部分の摩擦抵抗により圧縮コイルスプリング６の付勢力に抗して後端の分割片２Ｃに固
定され、その状態が保たれる。２Ｖは、後述する閉じ環１５が係合する閉じ環係合溝であ
る。
【００４２】
　図１及び図２に戻って、一対のクリッピングアーム２の後端に設けられたそのようなレ
バー部２Ｌと開きバネ１２は、可撓性シース１の先端に連結固着された円筒状のシース先
端口金１１内に、離脱自在に収納、保持されている。
【００４３】
　可撓性シース１内に位置する操作ワイヤ８の先端には、先端部分が内側に折れ曲がった
ピンセット状の連結用フック８Ａが取り付けられている。連結用フック８Ａはバネ性を有
しており、可撓性シース１内では先端が閉じた状態に窄まっているが、常態では自己の弾
性により先端が広がった状態になる。
【００４４】
　１４は、連結用フック８Ａが係合するフック係合溝１４Ａが後端に形成されたワイヤ連
結用尾部材であり、ワイヤ連結用尾部材１４の先端部分を形成しているスライドブロック
１４Ｂには、連結線材３の可撓性ワイヤ３Ａが緩く通過する孔が前後方向に貫通形成され
ている。
【００４５】
　その孔内を緩く通過している可撓性ワイヤ３Ａの後端部には、その孔内を通過できない
径の後端駒片３Ｅが固着されており、前述の図６に示されるように、操作ワイヤ８が基端
側から牽引されると、それによってワイヤ連結用尾部材１４が連結線材３の後端部分を周
辺の他の部材から独立して後方に牽引し、各クリッピングアーム２が剛直した状態になる
。
【００４６】
　再び図１及び図２に戻って、ワイヤ連結用尾部材１４の先端部分を形成しているスライ
ドブロック１４Ｂの外周部には、一対のクリッピングアーム２を開きバネ１２の付勢力に
抗して強制的に閉じた状態に保持するための閉じ環１５が係脱自在に被嵌されている。閉
じ環１５は、スライドブロック１４Ｂと共動する状態で、他の部材に対し可動に配置され
ている。
【００４７】
　スライドブロック１４Ｂの外周面と閉じ環１５の内周面には、互いにクリック係合をす
る周状凹部と周状凸部とが形成されていて、その係合状態においては、閉じ環１５がスラ
イドブロック１４Ｂに軽く固定された状態になっている。
【００４８】
　そのような一対のクリッピングアーム２と、四本の連結線材３と、開きバネ１２と、閉
じ環１５と、さらにそれらの後端部分に設けられたワイヤ連結用尾部材１４も加わり、そ
れらによって一つのクリップユニットが構成されている。
【００４９】
　ワイヤ連結用尾部材１４の後端に設けられているフック係合溝１４Ａは、連結用フック
８Ａの先端が係脱自在な円周溝である。また、連結用フック８Ａは可撓性シース１の先端
から前方に押し出されると、自己の弾性により広がった状態になる。
【００５０】
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　したがって、可撓性シース１内で連結されているクリップユニット後端のワイヤ連結用
尾部材１４と連結用フック８Ａは、可撓性シース１の先端から前方に押し出された位置に
おいては、分離自在である。
【００５１】
　このように構成された内視鏡用クリップ装置は、図６に示されるように、操作ワイヤ８
により連結線材３が後方に牽引されてクリッピングアーム２が剛直状態にされると、前述
のように連結線材３の可撓性ワイヤ３Ａがワイヤ固定用スリット２Ｓにきつく挟み込まれ
て、その状態が保持される。
【００５２】
　したがって、続いて操作ワイヤ８が基端側から先端側へ押し込み操作されると、図９に
示されるように、可撓性ワイヤ３Ａがワイヤ固定用スリット２Ｓに固定された状態のまま
（したがって、クリッピングアーム２が剛直した状態を保って）、ワイヤ連結用尾部材１
４が前方にスライド移動する。
【００５３】
　そして、ワイヤ連結用尾部材１４がクリッピングアーム２の後端の分割片２Ｃをシース
先端口金１１の先端から前方に押し出すことにより、一対のクリッピングアーム２が開き
バネ１２の付勢力で嘴状に開いた状態になる。
【００５４】
　シース先端口金１１の先端寄りの部分には、シース先端口金１１に径方向に弾力性を付
与するためのスリット１１ａが軸線と平行方向に形成されており、スライドブロック１４
Ｂに被嵌された状態の閉じ環１５が、シース先端口金１１の先端を弾力的に押し広げなが
らスライドブロック１４Ｂと共にシース先端口金１１の先端からその前方に押し出される
。その結果、図９に示されるように、スライドブロック１４Ｂと閉じ環１５とが、シース
先端口金１１外で後端の分割片２Ｃの後端面に隣接する状態になる。
【００５５】
　その状態では、一対のクリッピングアーム２が剛直した状態で嘴状に開いている。そこ
で、クリッピング対象となる患部粘膜等を一対のクリッピングアーム２の間に挟んでから
、操作ワイヤ８を基端側から牽引操作する。
【００５６】
　すると、図１０に示されるように、ワイヤ連結用尾部材１４と連結線材３の可撓性ワイ
ヤ３Ａ等を介してクリッピングアーム２全体が後方に牽引され、スライドブロック１４Ｂ
がシース先端口金１１内に引き戻される。
【００５７】
　しかし、閉じ環１５がシース先端口金１１の先端から前方に押し出されてシース先端口
金１１が元の形状に戻った状態では、閉じ環１５は、シース先端口金１１の外面口元に前
方から当接してシース先端口金１１内に戻ることができない。
【００５８】
　その結果、一対のクリッピングアーム２の後端の分割片２Ｃのレバー部２Ｌが閉じ環１
５内に引き込まれた状態になって、剛直状態を維持している一対のクリッピングアーム２
が強制的に閉じられた状態になり、一対のクリッピングアーム２の間に患部粘膜等が挟み
付けられる。閉じ環１５は、後端の分割片２Ｃの閉じ環係合溝２Ｖに係合しその状態が維
持される。
【００５９】
　そこで、図１１に示されるように、操作ワイヤ８を大きく前方に押し込み操作して、連
結用フック８Ａをシース先端口金１１の先端から前方に押し出せば、連結用フック８Ａと
ワイヤ連結用尾部材１４とが分離されて、クリッピングアーム２が、閉じた状態で可撓性
シース１の先端から離脱し、患部粘膜等をクリッピングした状態のクリップユニット２，
３，１２，１４，１５を体内に留置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
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【図１】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の側面断面図である。
【図２】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の平面断面図である。
【図３】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の拡大側面断面図である。
【図４】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の部分分解斜視図である。
【図５】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の図３におけるＶ－Ｖ断面図である。
【図６】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の剛直状態の側面断面図であ
る。
【図７】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の剛直状態の拡大側面断面図
である。
【図８】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の後端の分割片の斜視図である。
【図９】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分が開いた状態の側面断面図で
ある。
【図１０】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分が強制的に閉じられた状態
の側面断面図である。
【図１１】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリッピングアームがシース側から
分離された状態の側面断面図である。
【図１２】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の全体構成図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　可撓性シース
　２　クリッピングアーム（クリップユニット）
　２Ａ…２Ｃ　分割片
　２Ｌ　レバー部（後端部分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２Ｓ　ワイヤ固定用スリット（連結線材固定手段）
　３　連結線材（クリップユニット）
　３Ａ　可撓性ワイヤ
　３Ｂ　硬質パイプ（屈曲不能部）
　３Ｃ　密着巻きコイルパイプ（屈曲自在部）
　４　通し孔
　６　圧縮コイルスプリング
　８　操作ワイヤ
　１１　シース先端口金
　１１ａ　スリット
　１２　開きバネ（クリップユニット）
　１４　ワイヤ連結用尾部材（クリップユニット）
　１５　閉じ環（クリップユニット）
　Ｅ　円錐面
　Ｔ　当接面
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